
投稿原稿の査読に関する申合せ  

 

1. 投稿原稿の査読は、原則紀要編集会議（以下「編集会議）と呼ぶ。）が論文の独創性・

新規性、有用性、先行研究への言及、一貫性、形式の観点に基づき行う。  

2. 編集会議が、さらに外部の専門研究者の査読を必要と判断した場合には、外部の専門

研究者を委嘱し、査読を依頼する。  

3. 編集会議の議長は、編集会議及び外部研究者の審査に基づき、編集会議の議を経て論

文掲載の採否を決定する。  

4．編集会議での審議の結果、修正すれば掲載可能な論文については、議長が執筆者に原

稿の修正を要請し、再提出を求める。  

5．掲載が決定された原稿で、編集会議が内容の一部を修正することが望ましいと判断し

た場合は、議長がその旨を執筆者に要請する。  

 

附則  

この申合せは、令和 3 年 9 月 1 日より施行する。  

附則  

この改正申合せは、令和 5 年 4 月 1 日より施行する。  


